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　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（指定管理者の指定に係る手続の特例）

２ 　この規則の施行の日以後最初に行われる川崎市港湾

施設条例（昭和22年川崎市条例第33号）第２条の２第

１項の指定に係る手続については、改正後の規則（以

下「新規則」という。）第１条の２の規定は、適用し

ない。

　（指名の通知）

３ 　市長は、川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例

（平成25年川崎市条例第32号）附則第３項の規定によ

り法人その他の団体（以下「法人等」という。）を指

名するときは、当該指名を受ける法人等に対し、その

旨及び新規則第１条の２各号に掲げる事項を書面によ

り通知する。

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成25年６月28日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第70号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改正する。

　第26号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式（付

表１）中「すべて」を「全て」に改め、同様式（付表４）

中

「

対　象　事　項
計画策定段階における配慮事項

（ 現 状 及 び 予 定 の 配 慮 事 項 ）
計画期間に取り組んだ配慮項目

大気汚染物質の排出の抑制

排水指定物質の排出抑制及

び水の汚染状態を示す項目

の改善

化学物質の適正管理（排煙

指定物質及び特定有害物質

に限る。）

自動車排出ガスの排出の抑

制等

温暖化物質の排出の抑制

省資源及び省エネルギー対

策（省資源率、エネルギー

効率等）

オゾン層破壊物質の排出の

防止

廃棄物の発生抑制、再利用

及び再生利用並びに廃棄物

の適正処理
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指定事業所における環境の

保全に係る組織体制の整備

合 計 点

指 数

備 考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

対　象　事　項
計 画 策 定 段 階 に お け る 配 慮 項 目 計画期間に取り組んだ

配 慮 項 目現 状 の 配 慮 項 目 予 定 の 配 慮 項 目

大気汚染物質の排出の抑

制

排水指定物質の排出抑制

及び水の汚染状態を示す

項目の改善

化学物質の適正管理（排

煙指定物質及び特定有害

物質に限る。）

自動車排出ガスの排出の

抑制等

温暖化物質の排出の抑制

省資源及び省エネルギー

対策（省資源率、エネル

ギー効率等）

オゾン層破壊物質の排出

の防止

廃棄物の発生抑制、再利

用及び再生利用並びに廃

棄物の適正処理
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指定事業所における環境

の保全に係る組織体制の

整備

合 計 点

指 数

備 考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

　　平成25年６月28日

 川崎市長　阿　部　孝　夫　　

川崎市規則第71号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則の一部

　　　を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（平成14年川崎市規則第37号）

の一部を次のように改正する。

　附則第２項中「平成25年６月30日」を「平成28年６月

30日」に改める。

 附則別表中「平成25年６月30日」を「平成28年６月30

日」に改め、同表ほう素及びその化合物の項中「50ミリ

グラム」を「40ミリグラム」に改め、同表中

「

ふっ素及びその化

合物

電気めっき業（海

域以外の公共用水

域に排水を排出す

るものに限る。）

１リットルにつき

ふっ素として15ミ

リグラム

昭和49年12月１日

において現にゆう

出している温泉を

利用する事業所

１リットルにつき

ふっ素として50ミ

リグラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「

ふっ素及びその化

合物

電気めっき業（海

域以外の公共用水

域に排水を排出す

るものに限る。）

１リットルにつき

ふっ素として15ミ

リグラム

昭和49年12月１日

において現に湧出

している温泉（自

然に湧出している

もの（掘削により

湧出させたものを

除く。以下同じ。）

を除く。）を利用

する事業所

１リットルにつき

ふっ素として30ミ

リグラム

昭和49年12月１日

において現に湧出

している温泉（自

然に湧出している

ものに限る。）を

利用する事業所

１リットルにつき

ふっ素として50ミ

リグラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め、同表アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物の項中「400ミリグラム」を「300

ミリグラム」に改める。

　　　附　則　　　　　

　この規則は、平成25年７月１日から施行する。

　　　───────────────────

　鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）を指定感染症として定

める等の政令の施行に伴う川崎市保健所長委任規則及び

川崎市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律施行細則の準用に関する規則をここに公布する。

　　平成25年６月28日


